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   新製品開発・改良促進事業補助金申請要項(令和８年度) 

 

１．制度の概要 

  本市における産業構造の高度化及び転換を促進するため、市内企業が行う新製品の開発等を支

援し、ものづくりを独創性と多様性に富んだ産業として振興することを目的とします。 

 

２．補助対象事業 

  事業化を念頭においた新製品・新技術・新システム等の開発又は基礎研究若しくは既存製品の

改良に必要となる経費について補助金を交付します。 
 

  注．自社が保有していないが、既に相当程度普及している技術・方式を導入する事業、基礎研究及び基本的な設計

が終了していない事業（４．補助対象事業区分 (1) ①の表中「基礎研究」に該当するものを除く）等については、

補助対象外とします。 

  注．同一事業内容で国、県、市、その他公的機関から補助金等、資金助成の交付及び交付決定を受けている事業は

対象事業とはなりません。 

 

３．補助対象者 

  市税を滞納していない者で次の各号に該当する者をいいます。（令和７年度に補助金の交付を

受けた者(注１)を除きます。） 

  (1) 申請日以前に引き続き１年以上、市内に主たる事業所又は生産施設を有する企業者(注２) 

  (2) 本市の区域内に主たる事務所を有し、かつ、当該団体の構成員のうち本市内で事業を営む

ものの数が当該団体の構成員の数の２分の１以上を占める中小企業団体(注３) 
 

注１．複数年に渡る採択を受けた者及び４．補助対象事業区分(1)①の表中「基礎研究」の採択を受けた者はこ     

の限りではありません。 

注２．登記上だけでなく、事業活動の実体として主たる事業所又は生産施設が市内に存在することが要件となり

ます。 

なお、この補助金において、中小企業者とは中小企業基本法（昭和 38 年法律第 154 号）第２条第１項に

定める会社・個人をいいます。ただし、次のアからカのいずれかに該当する中小企業者は補助対象者から除

きます。 

ア 発行済株式の総数又は出資価格の総額の２分の１以上を同一の大企業が所有している中小企業者 

イ 発行済株式の総数又は出資価格の総額の３分の２以上を大企業が所有している中小企業者 

ウ 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の２分の１以上を占めている中小企業者 
エ 発行済株式の総数又は出資価格の総額をア～ウに該当する中小企業者が所有している中小企業者 

オ ア～ウに該当する中小企業者の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている中小企

業者 

カ 募集開始時点において、確定している（申告済みの）直近過去３年分の各年又は各事業年度の課税所

得の年平均額が１５億円を超える中小企業者 

      （注）資本金及び従業員数がともに次の表の数字を超える場合、大企業に該当します。また、自治体等の公

的機関に関しても大企業とみなします。ただし、以下が株式を保有する場合は、その保有比率等をも

って上記大企業の規程を適用しません。 

       ・中小企業投資育成株式会社法に規定する中小企業投資育成株式会社 

       ・投資事業有限責任組合契約に関する法律に規定する投資事業有限責任組合 

      【中小企業基本法による中小企業の定義】 

業 種 資本金又は従業者数 

製造業・建設業・運輸業・その他 ３億円以下 又は 300 人以下 

卸 売 業 １億円以下 又は 100 人以下 

サービス業 ５千万円以下 又は 100 人以下 

小 売 業 ５千万円以下 又は 50 人以下 

また、小規模企業者とは中小企業基本法第２条第５項に定める会社個人をいいます。「おおむね常時使用

する従業員の数が 20 人（商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者については、５人）

以下の事業者」です。ただし、カの要件に該当する小規模事業者は除きます。 

注３．中小企業団体の組織に関する法律（昭和 32 年法律第 185 号）第３条第１項に規定する中小企業団体又は

これに準ずると市長が特に認める団体をいいます。 
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４．補助対象事業区分 

  (1) 新製品開発部門 

   ① 産学連携コース 

     大学等(注 1)と共同で行う(注 2)次のア又はイに該当する事業に対し助成します。 

    ア 試験研究、デザインの研究開発、実用化試験又は商品化仕様開発を行う事業 

    イ 新製品の開発を目的とした基礎研究を行う事業 

     事業区分、補助額、限度額、事業期間については次の表のとおりです。 

 

事  業  区  分 補 助 額 限度額、事業期間 

産
学
連
携
コ
□
ス 

新

製

品

等

の

開

発 

全企業 

【重点分野】(注３) 

対象経費の 

３分の２以内 

単年度 1,000 万円 

最大３年度 3,000 万円 

（ただし 1 年度における限度額は 1,000 万円） 

中小企業者、 

中小企業団体 

単年度 500 万円 

最大２年度 500 万円 

中小企業者、 

中小企業団体以外 

単年度 500 万円 

最大２年度 1,000 万円 

（ただし 1 年度における限度額は 500 万円） 

基
礎
研
究 

中小企業者、 

中小企業団体 

単年度 100 万円 

 単年度のみ 

 

注１．学校教育法(昭和 22 年法律第 26 号)第１条に規定する大学及び高等専門学校、国等の試験研究機関並

びに独立行政法人であって試験研究に関する業務を行うものをいいます。 

注２．申請にあたっては、共同研究者（研究機関）と研究内容、役割分担を明確にし、申請書の記載やプレゼ

ンテーション・成果報告会における説明等は共同で行ってください。単にアドバイスや技術的な知見の提

供を受けるのみでは、本コースの申請はできません。 

注３．重点分野は、ＧＸ、ＤＸ，福祉、医療又は地域資源活用に関する分野をいいます。 

 

※地域資源活用とは、「地域資源」を活用した新製品開発をいいます。 

「地域資源」は下記をご参照いただき、不明点はお問い合わせください。 

 

 〇地域資源の定義（石川県内） 

・農林水産物  穀物、野菜、果実、畜産・肉、花き、林業、水産、その他（はちみつ、い草 など）、

加賀野菜、金沢そだち、海幸金沢ブランド など 

・食品     加工食品、調味料、醤油、味噌、茶・酒 など 

・伝統工芸   九谷焼、加賀友禅、金沢漆器、金沢仏壇、金沢箔、加賀ぬい、 

桐工芸、加賀毛ばり、二俣和紙 など 

    

② 単独企業コース 

     事業転換又は経営多角化のために、中小企業者、小規模企業者又は中小企業団体が行う

次に掲げる事業に対し助成します。 

    ア 新製品の開発事業 

    イ 新素材の開発利用事業 

    ウ 新システム又は新工法の開発事業 

    エ 新デザインの開発事業 

     事業区分、補助額、限度額、事業期間については次の表のとおりです。 
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事  業  区  分 補 助 額 限度額、事業期間 

単
独
企
業
コ
□
ス 

新

製

品

等

の

開

発 

中小企業者、 

中小企業団体 

【重点分野】 

対象経費の 

３分の２以内 

単年度 200 万円 

 単年度のみ 

中小企業者、 

中小企業団体 

対象経費の 

２分の１以内 

単年度 200 万円 

 単年度のみ 

小規模企業者 
対象経費の 

３分の２以内 

単年度 200 万円 

最大２年度 200 万円 

   ③ 企業連携コース 

     事業転換又は経営多角化のために、中小企業者又は中小企業団体が他の中小企業者又は

中小企業団体と連携して行う次に掲げる事業に対し助成します。 

    ア 新製品の開発事業 

    イ 新素材の開発利用事業 

    ウ 新システム又は新工法の開発事業 

    エ 新デザインの開発事業 

     事業区分、補助額、限度額、事業期間については次の表のとおりです。 

 

事  業  区  分 補 助 額 限度額、事業期間 

企
業
連
携
コ
□
ス 

連
携
し
て
行
う
新
製
品
等
の
開
発 

 

中小企業者、 

中小企業団体 

【重点分野】 

対象経費の 

３分の２以内 

単年度 400 万円 

 単年度のみ 

中小企業者、 

中小企業団体 

対象経費の 

２分の１以内 

単年度 400 万円 

 単年度のみ 

小規模企業者を 

含む場合 

対象経費の 

３分の２以内 

単年度 400 万円 

最大２年度 400 万円 

 

  (2) 既存製品改良部門 

    自社で開発・製造した製品等に改良を行い、完成品として市場に投入するために必要な事

業に対し助成します。 

    事業区分、補助額、限度額、事業期間については次の表のとおりです。 

 

事  業  区  分 補 助 額 限度額、事業期間 

既
存
製
品
改
良
コ
□
ス 

既
存
製
品
の
改
良 

中小企業者 
対象経費の 

２分の１以内 

単年度 100 万円 

 単年度のみ 

小規模企業者 
対象経費の 

２分の１以内 

単年度 100 万円 

最大２年度 100 万円 

注．改良後は当該製品を市場で販売することが条件となります。 

 



 4

 

 

５．補助対象経費 

  試作開発に必要となる、以下に掲げる経費を補助対象とします。（生産や量産、販売に使用され

るものは対象外とします。） 

 (1) 原材料費 

   補助対象事業を行うために必要な材料を購入するために支払われる経費 

 (2) 部品費 

   補助対象事業を行うために必要な部品を購入するために支払われる経費 

 (3) 機械設備費（注１） 

   補助対象事業を行うために必要な機械設備を購入・改良・設置するために支払われる経費 

 (4) 治具費 

   補助対象事業を行うために必要な治具を購入・設置するために支払われる経費 

 (5) 工具費 

   補助対象事業を行うために必要な工具を購入するために支払われる経費 

 (6) 外注加工費（注２） 

   補助対象事業を行うために必要な原材料等の再加工・設計及び分析・検査等を行う場合に、

申請者に技術・ノウハウ等がないために、やむを得ず他の企業等に外注するために支払われる

経費 

 (7) 産業財産権関係費 

   開発・改良した製品・技術等について特許権、実用新案権、意匠権、商標権等を取得するた

めの経費 

 (8) リース料（注３） 

   補助対象事業を行うために必要なものをレンタル又はリースするために支払われる経費 

 (9) システム開発経費（注４） 

   当該ソフトウェア開発に直接関与する社内開発従事者の従事時間に対し支払われる直接人

件費（ただし、当該経費に係る補助限度額は 100 万円とします。） 

 (10)共同研究費（注５）（産学連携コースのみ） 

   大学等との共同研究のために支払われる経費 

 (11)その他市長が必要と認める経費 

 

 ※ 補助対象経費は以下のすべてに当てはまるものとし、消費税を含みます。 

  ① 本事業の対象として明確に区分できるもので、かつ証拠書類によって購入品、金額等が確

認できるもの 

  ② 交付決定日以降、補助期間終了までに要し、支払いが完了するもの 

  ③ 企業または代表者が支出したもの 

 

 ※ 以下は補助対象外経費（補助対象とならない経費）とします。 

  ① 交付決定日より前に発注を済ませている経費 

  ② 振込手数料、送料 

  ③ その他上記補助対象経費に該当しない経費 
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 ※ 申請時に経費内訳計算書（別紙１）の提出が必要となります。 
 

注１．機械設備費については、生産ライン及び申請者の日常の業務活動で使用される設備資産は対象とはなりま

せん。このためパソコンやコピー機の導入など、汎用性のある設備・機具については対象外となります。 
注２．補助対象経費総額に占める外注加工費の割合は 50％以内とします。また、事業の主たる技術課題等の解決

法そのものを外注又は委託する事業は補助対象外とします。 
注３．補助事業実施期間中の金額に限ります。また、当該事業のために新たに契約する、サーバーの領域を借り

る費用、サーバー上のサービスを利用する費用も対象となります。 
注４．開発従事者の給与・手当等から時間単価を算出し、これに開発に係る従事時間数を乗じて得た金額を対象

としますが、職種ごとに定める下記の時間単価上限額を超えないものとします。なお、申請時には、別紙２

システム開発経費積算書の提出が必要です。また、補助事業終了後に開発従事者の給与・手当等の実績額を

確認するため、給与明細、雇用契約、賃金台帳、就業規則等の書類を確認させていただきます。 

     【職種と時間単価上限額】 
① システム・エンジニア 2,600 円 

        （説明）電子計算機の規模能力を考慮の上、業務を総合的に分析し、より効果的に計算機を利用でき

るよう、業務をシステム化するための設計をする仕事に従事する者をいう。 
      ② プログラマー 2,100 円 
        （説明）主としてシステム・エンジニアによって作成されたデータ処理のシステムを検討して、電子

計算機に行わせるプログラムを作成し、操作手順書を作る仕事に従事する者をいう。 
注５．金額の妥当性について審査があります。また、共同研究契約締結後、契約書の写しの提出が必要です。 

 

６．補助金申請から交付までの流れ（点線枠は事業採択者） 

   令和８年度募集期間 ４月 13 日（月）から７月３日（金）まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注１）産学連携コースでは、共同研究先（研究機関）の担当者と共同で説明を行ってください。 

（注２）事業が複数年度にわたる場合であっても毎年度末に成果報告会を実施し、当年度の事業の

適否及び翌年度の補助事業継続の可否を判断します。 

   経費については、適正と認められた当該年度のもののみ補助対象となりますのでご注意くだ

さい。 

 

金 

沢 

市 

 

申 

請 

者 

（
適
用
事
業
者
） 

募集

（７月３日まで） 

書類選考実施

選考結果通知

交付申請書提出

交付決定通知

確定通知 

実績報告書等提出 

補助金交付（令和９年４月～５月）

選考委員会実施 

（プレゼンテーション）(注 1) 

（７～９月頃適用企業決定） 

企業訪問（進捗状況調査）（11 月） 

企業訪問（成果報告）（２月）(注 1) (注２) 

進捗状況調査票提出(10～11 月)
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   （翌年度以降使用予定の経費を前倒しで支出することはできません） 

 (1) 申請方法 

申請に際しては、あらかじめ可能な範囲で申請書をご記入の上、異業種研修会館までご連絡くだ

されば、申請内容や申請書の記載方法など、相談担当がアドバイスを行います。 

なお、相談は予約制のため、申請締切１週間前までにお問い合わせください。 

Zoom によるオンライン相談も可能です。 

相談担当  金沢市総合アドバイザー      青木 健一 

金沢市ものづくりコーディネーター 池本 良子 

（相談時間）月・水曜日 13:00～17:00 火・木曜日 10:00～17:00 金曜日 10:00～16:00 

（相談場所・連絡先）金沢市異業種研修会館（金沢市打木町東 1400 番地） 

  TEL:076-240-1934  E-mail:syoukou@city.kanazawa.lg.jp 

   

 事前相談後、以下の書類を金沢市 経済局 商工労働課 工業振興係 あてメールで提出してくだ

さい。（紙資料のものもスキャン等によりデータ化した上でメールにて送付をお願いします。） 

  提出先：syoukou@city.kanazawa.lg.jp 

 

  ① 補助事業適用申請書 

     注．様式第１号及び別紙を提出してください。 

  ② 企業案内（パンフレット） 

  ③ 定款 

     注．個人事業主の場合は、確定申告書（第１表）、納税証明書の写し等、事業を行っていることが示されて

いる書面を提出してください。 

  ④ 登記事項証明書 

     注．提出日より３ヵ月以内に発行されたものを提出してください。 

     注．個人事業主の場合は、確定申告書（第１表）、納税証明書の写し等、事業を行っていることが示されて

いる書面を提出してください。 

  ⑤ 財務諸表 

     注．直近 2 年間の貸借対照表、損益計算書、個別注記表を提出してください。 

  ⑥ 市税滞納有無調査承諾書 

 

  提出データの名称について 

   データをメールに添付する際の名称は以下のとおりとしてください。 

① 【株式会社○○】補助事業適用申請書 ※Word 形式で提出してください。 

② 【株式会社○○】企業案内 

③ 【株式会社○○】定款 

④ 【株式会社○○】登記事項証明書 

⑤ 【株式会社○○】財務諸表 

⑥ 【株式会社○○】市税滞納有無調査承諾書 
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 (2) 選考方法・選考基準等 

  ① 選考方法 

    新製品開発・改良促進事業選考委員会において書類選考及び選考委員会でのプレゼンテー

ションを実施し、その意見を聴いて補助事業の適用の可否を決します。（書類選考を通過し

た申請者は選考委員会において、申請書類及び事業計画等について説明を行っていただきま

す。産学連携コースでは、共同研究先（研究機関）の担当者と共同で説明を行ってください。） 

    なお、選考委員会は非公開で行われ、選考経過に関する問い合わせには応じられません。 

  ② 選考基準 

    選考は以下の選考基準により採点を行い、予算の範囲内で採択を決定します。 

※内容等により補助金額を減額して採択する場合や条件付で採択する場合もあります。 

   ア 新規性（既存製品改良コースを除く） 

      製品又は技術・工法（以下、「製品等」）の新規部分が明確で有効性がある。 

   イ 実用性 

      製品等の実用性が高く、経済活動又は市民生活において利活用が見込まれる。 

   ウ デザイン性・技術性 

洗練されたデザイン、高度な技術、先進的な技術又は独創的なアイディア等に基づ

き、製品の価値が高められている。 

   エ 販路・市場性 

      製品等が市場のニーズに応えたものであり、市場への広がりが見込まれる。 

オ 事業実施体制 

      事業実施のための体制がとれており、計画どおり新製品開発の実施が見込まれる。 

カ 実施目的・計画の妥当性 

開発に至る背景や問題、課題解決に向けて、開発・改良の目的や製品等のコンセプト

が設定されており、実現可能な計画が立てられている。 

  ③ 選考結果 

    選考結果を申請者あて郵送で通知します。選考委員会終了後概ね半月後の予定です。 

    ※審査結果の詳細（採択・不採択の理由等）についてはお答え出来ません。 

 (3) 交付決定等 

  ① 適用となった企業は、適用通知後 15日以内に交付申請書を提出してください。 

  ② 交付申請書を審査後、交付決定通知書を送付します。なお、交付決定額は増額しません。 

    また、交付決定後、事業総額が２割以上変更若しくは事業内容が変更（軽微な変更は除く）

となる場合には、事前の承認（変更承認申請書の提出）が必要です。 

 (4) 企業訪問（進捗状況調査）（11月） 

   適用事業者を訪問し、事業の進捗状況を確認します。 

   進捗状況については、訪問日までに別途指定する調査票を提出していただきます。 

 (5) 企業訪問（成果報告）（２月） 

   開発成果（複数年事業の場合は中間成果）を選考委員に説明してください。 

   成果報告資料について、市指定の様式のほか、説明用プレゼン資料の作成が必要です。 

   尚、内容等により補助金額を減額して採択する場合や条件付で採択する場合もあります 

   産学連携コースでは、共同研究先（研究機関）の担当者と共同で説明を行ってください。 
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 (6) 実績報告書 

   事業期間終了後 15 日以内に、実績報告書、実施内容説明書、請求書・領収書（写し）、金沢

市あて請求書を提出してください。 

   審査後、確定通知書を郵送し、交付手続に入ります。確定通知書郵送後概ね１ヶ月程度でお

振り込みします。 

７．その他 

 (1) 適用企業名、事業名等は金沢市及び関係ホームページで公表する場合があります。 

 (2) 事業終了後５年間は、補助事業により取得した機械等の財産等を保管しなければなりません。 

 (3) 事業終了後３年間は毎年度、事業経過報告書を提出する必要があります。また適宜、訪問及

び調査をすることがありますので、ご協力をお願いします。 

 (4) 適用申請書以外の書式については、その都度送付します。 

 

【お申込み・お問い合わせ先】 

 〒９２０－８５７７ 

  金沢市広坂１丁目１番１号 

  金沢市 経済局 商工労働課 工業振興係 

  ＴＥＬ ０７６－２２０－２２０５  ＦＡＸ ０７６－２６０－７１９１ 

  E-mail:syoukou@city.kanazawa.lg.jp 
 

   ※事前相談に関しては６ページ(1)申請方法をご覧ください。 


